
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信用のアンテナと、
　該アンテナを介して他の無線通信装置との間で通信を行う通信機と、
　を備えた無線通信装置において、
　前記アンテナと前記通信機とを、これら各部に設けられたコネクタもしくはコネクタを
延長するアダプタを介して電気的に接続した状態で、一体的に搭載可能なフレームを設け
、
　該フレームを介して、前記アンテナ及び前記通信機を設置用部材に固定するよう構成し
、
　

。
【請求項２】
　

　

【請求項３】
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前記フレームは、前記設置用部材に固定する際、前記設置用部材に対する前記アンテナ
の向きを調整可能に構成されていることを特徴とする無線通信装置

前記アンテナは、アンテナ本体を覆って外部から保護する非導電性材料からなる保護カ
バーを備え、

該保護カバーは、前記アンテナ本体と共に前記フレームに固定されることを特徴とする
請求項１に記載の無線通信装置。

前記フレームは、前記通信機を日射から保護する遮光板を備えることを特徴とする請求
項１または請求項２に記載の無線通信装置。



【請求項４】
　

【請求項５】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する利用分野】
本発明は、アンテナを介して他の無線通信装置との間で無線通信を行う無線通信装置に関
する。
【０００２】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】
従来より、この種の無線通信装置においては、図４に例示するように、柱状のポールや塔
状の構造物等からなる設置用部材１０に、アンテナ方向調整用の取付部材１１１，１１２
を介して、アンテナ１０２を設置し、このアンテナ１０２と通信機１０３とを通信信号伝
送用のケーブル１０４を介して接続するようにされていた。また通信機１０３は、アンテ
ナ１０２の設置場所から離れた室内に設置される場合もあるが、ケーブル１０４による伝
送損失を抑えたい場合は、通信機１０３を設置用部材１０に取り付け、ケーブル１０４が
短くなるよう配慮をしていた。
【０００３】
しかしながら、ケーブル１０４は、アンテナ１０２の方向調整時の可動範囲内でケーブル
１０４の長さが足らなくならないよう、ある程度長くしておく必要があるため、上記のよ
うな構成でも、アンテナ１０２と通信機１０３との間で生じる通信信号の損失を充分抑制
できず、例えば、ケーブルでの伝送損失が大きいＵＨＦ～ＳＨＦ帯の信号をアンテナから
送信させる送信装置では、アンテナ１０２からの送信電力を確保するのが難しいという問
題があった。
【０００４】
つまり、例えば、従来より、ラジオやテレビの放送を行う地上局若しくは人工衛星から送
信されてくる放送電波を直接受信することのできない地域（山間部や高層ビルが建ち並ぶ
都心部、或いはトンネル内等）では、その地域内に放送電波を再送信するための送信アン
テナを設置し、放送電波を受信可能な場所に設置された受信アンテナからの受信信号をこ
の送信アンテナまで伝送することにより、放送電波を送信アンテナから再送信する中継シ
ステムが知られている。
【０００５】
そして、この種の中継システムでは、送信アンテナからの送信電波が届く範囲（サービス
エリア）を広げるために、通信機として使用される送信機の出力を大きくして、送信アン
テナから大電力の電波を送信するようにしている。
しかし、従来では、送信機と送信アンテナとをケーブルを介して接続しているため、送信
機と送信アンテナとの間で生じる送信信号の損失を充分抑制することができず、送信アン
テナからの送信電力が低下するため、十分なサービスエリアをカバーすることはできなか
ったのである。
【０００６】
こうした中継システムにおいて、送信アンテナからの送信電力を確保するためには、送信
機の出力自体を、ケーブルでの損失分を見込んで大きくすればよいが、このような対策で
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当該無線通信装置は、他の無線通信装置から送信されてきた送信電波を受信アンテナに
て受信し、該受信信号を該送信電波が届かない地域に再送信する中継システムにおいて、
前記受信アンテナからの受信信号を処理して送信アンテナから送信するのに使用される、
無線中継用の送信装置であることを特徴とする請求項１～請求項３何れかに記載の無線通
信装置。

前記送信アンテナは、給電点となる一端側が前記フレームに固定されたスリーブアンテ
ナからなり、該スリーブアンテナの他端は、前記設置用部材との離隔距離を調整可能な連
結部材を介して、前記設置用部材に連結されることを特徴とする請求項４に記載の無線通
信装置。



は、送信機を構成する信号出力用の素子に出力電力の大きなものを使用しなければならず
、また、送信機での消費電力、延いては発熱量が増加するため、冷却用のフィンを大きく
する必要があるため、送信機の大型化、コストアップにつながるという問題がある。また
、送信機が大型化すると、送信機の設置・保守の容易性も阻害されることになる。
【０００７】
一方、こうした問題を防止するためには、アンテナの給電部に通信機（送信機，受信機等
）の機能を組み込み、アンテナと通信機とを一体化することも考えられるが、このような
対策では、通信機が故障した際に、アンテナを含む無線通信装置全体を設置用部材から取
り外して、修理等を行わなければならず、また、修理後、無線通信装置を設置用部材に設
置する際には、アンテナの方向調整を再度行う必要があるため、無線通信装置復旧のため
の作業性が著しく低下し、復旧に時間がかかる、という問題が生じる。
【０００８】
本発明は、こうした問題に鑑みなされたもので、アンテナと通信機とからなる無線通信装
置において、アンテナと通信機との間で生じる信号の伝送損失を充分抑制でき、しかも、
通信機が故障した際の復旧作業を容易に行うことができるようにすることを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　係る目的を達成するためになされた請求項１に記載の無線通信装置においては、アンテ
ナと通信機とが、これら各部に設けられたコネクタもしくは、アダプタを介して電気的に
接続した状態で、一体的にフレームに搭載され、このフレームを介して、設置用部材に固
定される。

　アンテナと通信機の接続は、各部に設けられたコネクタ同士での接続の他、アンテナか
ら通信機への応力伝搬したくない場合や通信機の取り付け性を考慮した場合、電気的な接
続が可能なアダプタを介して接続する場合がある。尚、アダプタは、アンテナと通信機が
フレーム上に一体的に搭載されるため、その長さは短いものとなり、伝送損失は小さい。
【００１０】
従って、本発明の無線通信装置によれば、アンテナと通信機とを、従来のようにアンテナ
の方向調整のために余裕のある長さに設定したケーブルで接続することなく、設置用部材
に固定することができることになり、従来、ケーブルで生じていた通信信号の伝送損失を
抑えることができる。
【００１１】
よって、本発明を、送信機能を有する無線通信装置に適用した場合には、アンテナからの
送信電力を確保するために、ケーブルでの伝送損失を考慮して通信機からの送信信号の出
力を大きくする必要がなく、これによって通信機の大型化、コストアップを招くのを防止
できる。
【００１２】
また、本発明を、受信機能を有する無線通信装置に適用した場合には、アンテナからの受
信信号が通信機に入力される迄の経路で受信信号の信号レベルが低下するのを防止して、
通信機に入力される受信信号のＳ／Ｎ（信号対雑音比）が劣化するのを抑制できる。
【００１３】
また、本発明の無線通信装置によれば、通信機が故障した際には、フレームから通信機の
みを外して、交換・修理等の復旧作業を行うことができるので、アンテナと通信機とを単
に一体化した場合に比べて、その復旧作業時の作業性を向上し、また、復旧作業に要する
時間も短くすることができる。
【００１４】
　 、本発明の無線通信装置では、アンテナ及び通信機は

フレームを介して設置用部材に取り付けられる アンテナが指向特性を
有し、アンテナ方向の調整が必要である場合に ービスエリアを確保するためのチル
ト角を調整して より広範囲の通信装置との通信が可能と
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また、このフレームは、設置用部材に固定する際、設置用部材に対するアンテ
ナの向きを調整可能に構成されている。

さらに 、アンテナの向きを調整可
能に、 。このため、

は、サ
アンテナを設置することができ、



なる。もしくは通信相手を限定する場合、通信装置の設置場所の制約が少なくなる。
【００１５】
　また、 に記載のように、アンテナが、アンテナ本体を覆って外部から保護する
非導電性材料からなる保護カバーを備える場合には、この保護カバーを、アンテナ本体と
共にフレームに固定するようにするとよい。これにより、保護カバーによりアンテナが保
護されるため、風雨、風雪などによる外的損傷を受ける可能性のある場所での使用が可能
となる
　また更に、フレームを介して通信機を設置用部材に固定した際、通信機が直射日光に晒
されるような場合には、 に記載のように、フレームに、通信機を日射から保護す
るための遮光板を設けるとよい。この遮光板によって、通信機を日射から保護し、通信機
の温度上昇に伴う特性劣化を防止できるため、日射を受ける場所での使用が可能となる
　一方、本発明（請求項１～ ）の無線通信装置は、送信機能のみを有する送信装
置であっても、受信機能のみを有する受信装置であっても、送信機能と受信機能とを共に
備えた通信装置であっても適用できるが、特に、 に記載のような中継システムに
おける送信装置に適用すれば、その効果をより有効に発揮できる。
【００１６】
　つまり、 に記載の中継システムは、他の無線通信装置から送信されてきた送信
電波を受信アンテナにて受信し、その受信信号を他の無線通信装置からの送信電波が届か
ない地域に再送信するためのものであるが、このような中継システムでは、既述したよう
に、十分なサービスエリアをカバーするために、できるだけ送信アンテナからの送信電力
の低下を避けることが望ましく、そのためには、従来用いられていたケーブルでの伝送損
失をできるだけ小さくする必要がある。
【００１７】
しかし、本発明の無線通信装置では、アンテナの方向調整のために余裕のある長さに設定
したケーブルで接続することなく、アンテナと通信機との間の伝送経路で生じる伝送損失
を抑えることができることから、アンテナからの送信電力を確保するために、送信機とな
る通信機の出力を、ケーブルでの損失を考慮して必要以上に大きくする必要がない。
【００１８】
　よって、本発明の無線通信装置を、 に記載のように中継システムにおける送信
装置として利用すれば、送信機となる通信機の小型化、コストダウンを図ることができる
だけでなく、従来と同仕様の中継システムを構築する際には、送信機となる通信機に従来
のものより低出力のものを使用できることから、送信電力を確保するために使用可能な通
信機（送信機）の選択肢を広げ、中継システムの設計を容易に行うことができるようにな
る。
【００１９】
また、本発明の無線通信装置において使用されるアンテナは、従来より無線通信装置にて
使用されているアンテナであれば、八木アンテナ、パラボラアンテナ、平面アンテナ等、
どのようなアンテナであっても使用できるが、特に、本発明を中継システムの送信装置に
適用する際には、請求項５に記載のように、送信アンテナとして、給電点となる一端側が
フレームに固定されたスリーブアンテナを用い、そのスリーブアンテナの他端側を、設置
用部材との離隔距離を調整可能な連結部材を介して、設置用部材に連結するようにすると
よい。
【００２０】
つまり、スリーブアンテナは、４分の１波長のホイップアンテナに、４分の１波長のスリ
ーブ状のアース素子を設けることにより構成され、これら各素子の軸方向に直交する方向
（通常水平方向）に３６０度の無指向特性を有することから、中継システム用の送信アン
テナとして広く利用されている。
【００２１】
　そこで、 に記載の無線通信装置においては、こうしたスリーブアンテナを送信
アンテナ 使用し、その一端をフレームに固定することにより、送信アンテナと送信
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請求項２

。

請求項３

請求項３

請求項４

請求項４

請求項４

請求項５
として



機である通信機とをフレームを介して設置用部材に一体的に取り付けることができるよう
にしているのである。
【００２２】
　そして、スリーブアンテナは、全体で２分の１波長の長さを有する所謂棒状アンテナで
あり、その一端をフレーム（延いては設置用部材）に固定しても、他端側が不安定となる
ことから、 に記載の無線通信装置においては、その他端側を設置用部材との離隔
距離を調整可能な連結部材を介して設置用部材に連結することにより、スリーブアンテナ
を設置用部材にしっかりと固定でき、しかも、連結部材によってスリーブアンテナの他端
側と設置用部材との離隔距離を調整することにより、設置用部材に対するスリーブアンテ
ナの傾き、延いては、スリーブアンテナからの電波の放射方向を調整できるようにしてい
るのである。
【００２３】
尚、スリーブアンテナの指向特性を調整するには、ホイップアンテナとスリーブ状のアー
ス素子とからなるアンテナ素子（放射器）に対して、略平行に長尺状の反射器を設ければ
よく、このような場合には、後述実施例に記載のように、放射器及び反射器の一端を連結
し、もう一端をフレームに固定するようにすればよい。
【００２４】
【発明の実施の形態】
以下に本発明の実施例を図面と共に説明する。
第１実施例として、放送電波の中継システムにおける送信装置を図１に示す。この放送電
波の中継システムにおける送信装置とは、地上局若しくは人工衛星から送信されてくる放
送電波を受信可能な場所に設置された受信用アンテナで受信した受信信号を伝送線を介し
て受けた送信機により、該放送電波を直接受信することのできない地域（山間部や高層ビ
ルが建ち並ぶ都心部、或いはトンネル内等）に送信する位置に設置した送信用のアンテナ
から放送電波を再送信する送信装置である。
【００２５】
本実施例の送信装置は、電波を放射する放射器１３と電波を反射および吸収する複数本（
本実施例の場合３本）の反射器１４とから構成される送信用のアンテナ２と、アンテナ２
に信号を伝送する送信機３と、アンテナ２全体を覆って外部から保護する非導電性材料の
保護カバー１７と、送信機３を日射から保護する遮光板１６と、これら各構成品を搭載可
能なフレーム５とから構成されている。これらを、フレーム５に搭載した状態としたもの
を、放送電波を再送信するための設置場所に固定された円柱状の設置用部材１０に取り付
けた状態で使用する。
【００２６】
まず、アンテナ２であるが、これを構成する放射器１３は、棒状のスリーブアンテナから
なり、その一端はフレーム５にネジ２５で固定されている。放射器１３のフレーム５との
結合端には、送信機３と電気的な接続をするためのコネクタ１３ａが設けられている。ア
ンテナ２のもう一つの構成品である反射器１４は、棒状の導電性材料からなり、放射器１
３と同様に一端がフレーム５にネジ（図示しない）で固定されている。放射器１３および
反射器１４のもう一端は、結合板１５にて結合されている。
【００２７】
アンテナ２は図１（ｃ）に示すように反射器１４が放射器１３を囲む配置になっている。
反射器１４は電波を反射および吸収するため、反射器１４に囲まれた側には放射器１３か
らの電波は放射されなくなり、アンテナ２は反射器１４の無い方向（図１（ｃ）中下方）
にのみに放射器１３からの電波を放射する指向性になっている。
【００２８】
次に、送信機３は、送信機３のコネクタ３ａを放射器１３のコネクタ１３ａに結合した状
態で、送信機３より出ているフランジにて、フレーム５にボルト２１にて固定されている
。
次に、保護カバー１７は、アンテナ２全体を覆うことができるよう一端を閉塞した筒状形
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請求項５



状となっている。保護カバー１７は、無線通信装置としての機能を阻害しないようアンテ
ナ２からの電波を反射および吸収しない非導電性材料とする必要があり、また軽量かつ適
度な強度を有することが望ましい。これより本実施例ではその材料にＦＲＰ（繊維強化プ
ラスチック）を採用している。この保護カバー１７は、アンテナ２に被せ、その開口部を
フレーム５と嵌合させ、ネジ１９にて固定されている。
【００２９】
次に、遮光板１６は、送信機３の周囲を覆うような形で略コの字形に板金にて作られてい
る。遮光板１６は、フレーム５にネジ１８で取り付けられる。
次に、装置全体の設置用部材１０へ取り付けは、フレーム５を下部保持部材１２により設
置用部材１０に固定し、保護カバー１７を上部保持部材１１により設置用部材１０に固定
することでなされる。
【００３０】
このうち図１（ｂ）に示す下部保持部材１２の設置用部材１０への固定の構造について説
明する。まず、下部保持部材１２の筒状部１２ａを、設置用部材１０に通す。この筒状部
１２ａにはボルト９を挿入するネジが切られている。次に、フレーム５を固定する所望の
位置に下部保持部材１２をもっていき、ボルト９を締め込んでいくと、ボルト９により設
置用部材１０が下部保持部材１２に押し付けられる。このため、下部保持部材１２は設置
用部材１０に対し動かなくなり固定される。この時、設置用部材１０は、径が一定の円柱
であり固定位置による固定状態の変化が無いため、下部保持部材１２は、設置用部材１０
上どの位置および方向にでも固定可能である。また、フレーム５と下部保持部材１２との
結合は、フレーム５のフランジに開けられた穴にて、ビス２０により結合されている。こ
のフレーム５とビス２０との間は隙間をもたすよう結合されておりフレーム５はビス２０
の径方向に回動可能である。
【００３１】
次に、保護カバー１７の設置用部材１０への固定の構造を説明する。設置用部材１０に対
し固定部材２２が、下部保持部材１２と同様な構造で設置用部材１０に固定されている。
そして、上部保持部材１１は、これに空けられた長穴を通るネジ２３で固定部材２２に固
定されている。この上部保持部材１１は、長穴の範囲内で任意の位置に固定部材２２に固
定できるようになっている。そして、上部保持部材１１は、上部保持部材１１に開けた通
し穴を通るネジ２４にて保護カバー１７を固定している。このとき上部保持部材１１は保
護カバー１７を通し穴で保持しているだけであり、ネジ２４の径方向に回動可能である。
【００３２】
よって、装置全体の設置用部材１０への取り付け構造がこの様になっていることから、上
部保持部材１１を固定部材２２に固定する位置を変え、保護カバー１７と設置用部材１０
との距離を変えることにより、保護カバー１７を介してフレーム５がビス２０を中心に回
転方向に移動し、ひいてはアンテナ２の設置用部材１０に対する向きを変えることができ
る。
【００３３】
以上説明したように、本実施例では、放射器１３と送信機３とが互いのコネクタで直接接
続する形態であるため、従来あったケーブルでの伝送損失はなくなっている。このため、
従来送信機に対し、出力を抑え、小型化した送信機を用いることができる。
【００３４】
また、本実施例の形態となっても、上部保持部材１１の固定部材２２への固定位置を変え
ることにより、設置用部材１０に対するアンテナ２の向きを調整可能である。それに、下
部保持部材１２および固定部材２２の取り付け位置を変えることにより、アンテナ２の位
置を下部保持部材１２および固定部材２２が設置用部材１０に取り付け可能な範囲にて上
下に移動できる。また、下部保持部材１２および固定部材２２の方向を変えることにより
、アンテナ２の向きを設置用部材１０の周囲方向３６０度の範囲で変えることができる。
このように、設置場所でできるだけ通信状態が良くなるようアンテナ２の位置を各方向に
調整することができる。また、アンテナ２と送信機３とがフレーム５に一体的に取り付い
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ているため、アンテナ２と送信機３との間の位置関係は方向調整によっては変わらず、従
来方向調整持にケーブル長さが足りなくならないようケーブル長さに余裕をもたせたり、
調整角度範囲を制限するなどの考慮をしなくてもよくできる。
【００３５】
また、送信機３が故障で修理が必要となったような場合には、フレーム５が設置用部材１
０に取り付いた状態で、ネジ１８、ボルト２１およびコネクタ３ａの付け外しをするだけ
で、送信機３との交換ができる。このため、アンテナ２の角度再調整も不要で復旧作業が
容易にできる。
【００３６】
また、保護カバーが装備されることにより、アンテナ２が風雨、風雪等の外的損傷を受け
なくなり、送信装置としての耐久性が向上する。
また、遮光板１６が装備されることにより、送信機３が日射から保護されるため送信装置
としての耐久性が向上する。
【００３７】
尚、本実施例では、アンテナ２の配置が、図１（ｃ）のような３本の反射器で１本の放射
器を囲むような配置としたが、送信装置が設置される環境により要求される放射範囲が変
るため、状況に応じて反射器１４を無くしたり、放射器１３を２本にしたりと、放射器１
３および反射器１４の数および配置を放射範囲に合うよう変えた形態にしてもよい。
【００３８】
また、放射器１３と送信機３の接続は、互いのコネクタで直接接続しているが、アンテナ
２の振れによる応力を伝搬しないようにするためや、送信機取り付けのための構造の簡易
化などを考慮し、コネクタの延長としてのアダプタを介して接続するようにしてもよい。
この場合、アダプタは短いもので良いため、従来ケーブルのような伝送損失は問題になら
ない。
【００３９】
また、送信機３の交換作業容易化のために、ボルト２１およびコネクタ３ａの付け外しを
するだけで済むよう遮光板１６に開閉式のアクセスパネルを設けてもよい。
次に第２実施例である、第１実施例と用途および構成が同じで、第１実施例におけるフレ
ーム５の設置用部材１０への固定構造を変更した送信装置について図２に示し説明する。
この図２は、図１のフレーム５周辺にあたる部分を裏面からみた状態のものである。尚、
第１実施例に対する第２実施例での変更点は、下部保持部材１２を、突起の挟持を可能な
嵌合穴５６ｂを有し、位置決めのためのボルト５７を通す穴５６ａを有する接続金具５６
に変更し、フレーム５を、接続金具５６の嵌合穴５６ｂに嵌合する突起５５ｂを有し、位
置決めのためのボルト５７を挿入するための複数の穴５５ａを有するフレーム５５に変更
したものである。
【００４０】
次に、フレーム５５の設置用部材１０への取り付け方法を説明する。まず、接続金具５６
が、第１実施例での下部保持部材１２と同じ構造で設置用部材１０に固定される。次に、
フレーム５５から出ている支柱状の突起５５ｂを、接続金具５６の嵌合穴５６ｂに入れる
。この状態ではフレーム５５は嵌合穴５６ｂの円周方向に回動可能である。次に、アンテ
ナ２が所望の角度となるようフレーム５５を回動させ、接続金具５６にあけた穴５６ａを
通して、フレーム５５の回動時に穴５６ａがフレーム５５に描く円周上に複数開けられた
穴５５ａへボルト５７を挿入する。これにより、フレーム５５は回動できなくなりアンテ
ナ２の角度は所望の角度に位置決めされる。さらに固定用ナット５８を締め付けることに
より、嵌合穴５６ｂの径が狭められ、フレーム５５の突起５５ｂを締め付ける状態となる
。よってフレーム５５は接続金具５６に対し保持されることになり、ひいては設置用部材
１０に対し固定される。
【００４１】
この構造によれば、ボルト５７によりフレーム５５の回動が無くなり、ひいてはアンテナ
２および保護カバー１７の回動が無くなるため第１実施例にあった上部保持部材１１での
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保護カバー１７の保持を無くすることもできる。上部保持部材１１を無くせば、図３に示
すようにフレーム５５を設置用部材１０の上部へ設置が可能となる。このように、アンテ
ナ方向の調整範囲をより広範囲にすることができる。また、第１実施例ではアンテナ２の
設置用部材１０に対する角度の調整範囲は、上部保持部材１１の長さにより制限されてい
たのに対し、本実施例ではフレーム５５の穴５５ａをフレーム５５の回動範囲全周に開け
れば調整可能角度は３６０度となり、調整範囲の制限を無くすることができる。
【００４２】
以上本発明の２つの実施例について説明したが、本発明は上記実施例に限定されるもので
はなく、種々の態様を取ることができる。例えば上記各実施例では、送信機能のみの無線
通信装置であったが、本発明は受信機能をもった無線通信装置においても同様の構造とす
ることによりケーブルでの伝送損失（この場合受信信号のＳ／Ｎ劣化）の影響を抑えるこ
とができる。
【００４３】
また、使用されるアンテナも八木アンテナ、パラボラアンテナ、平面アンテナなどスリー
ブアンテナ以外でも同様の効果を得られることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１実施例の放送電波の中継システムにおける送信装置の全体の様子を表す構成
図である。
【図２】第２実施例の設置用部材１０とフレーム５５との結合方法の説明図である。
【図３】第２実施例における使用例を表す全体図である。
【図４】従来の技術の具体例を表す全体図である。
【符号の説明】
２・・・アンテナ、３・・・送信機、５・・・フレーム、９・・・ボルト、１０・・・設
置用部材、１１・・・上部保持部材、１２・・・下部保持部材、１３・・・放射器、１４
・・・反射器、１５・・・結合板、１６・・・遮光板、１７・・・保護カバー、２２・・
・固定部材、５５・・・フレーム、５６・・・接続金具、１０３・・・通信機、１０４・
・・ケーブル
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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